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命 令 書（写） 

 

 

 

再審査申立人     医療法人社団静和会労働組合 

            代表者 執行委員長 Ａ１ 

 

 

再審査被申立人    医療法人社団静和会 

            代表者 理 事 長 Ｂ１ 

 

 

上記当事者間の中労委平成２５年（不再）第１５号事件（初審北海道労委平

成２３年（不）第１６号事件）について、当委員会は、平成２６年５月２１日

第１９２回第一部会において、部会長公益委員諏訪康雄、公益委員坂東規子、

同鹿野菜穂子、同山下友信出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主         文 

 

本件再審査申立てを棄却する。 

 

理         由 

 

 

第１ 事案の概要等 
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１ 事案の概要 

(1) 平成２２年５月（以下「平成」の元号を省略する。）、医療法人社団

静和会（以下「法人」という。）が経営する静和記念病院（以下「病院」

という。）の臨床検査科において、検体検査の際の検体取違え事故（以

下「本件アクシデント」という。）が発生した。このため法人は、同年

１０月、臨床検査科の検査業務の一部である検体検査業務の外部委託化

（以下「ブランチラボ化」又は「外注化」という。）を含む検査体制の

変更（以下「本件体制変更」という。）を図ることとし、臨床検査技師

（以下「検査技師」という。）で主として検体検査を担当していた、医

療法人社団静和会労働組合（以下「組合」という。）の組合員であるＡ

２（以下「Ａ２組合員」という。）及びＡ３（以下「Ａ３組合員」とい

い、Ａ２組合員とＡ３組合員を併せて「Ａ２組合員ら」という。）に対

し、雇用の打ち切りと再就職のあっせんを提案したが、組合はこれを拒

否した。 

組合は、同年１１月から２３年２月まで３回にわたり行われた団体

交渉において、外注化の撤回等を求めたが、法人は応じなかった。その

後、Ａ２組合員の雇用は継続されることとなった。 

(2) ２３年４月６日、組合は法人に対し、「ブランチラボ化の導入とそれ

に伴う検査技師の雇用の問題について」を議題とする団体交渉を申し入

れたが、法人は、これまで３回の団体交渉を行ったが議論は平行線をた

どった等として、今後の団体交渉は組合員の雇用に限定して対応すると

した。 

(3) ２３年４月１８日、法人は、同年５月２日付けで、検体検査業務を札

幌臨床検査センター株式会社（以下「臨床検査センター」という。）に

業務委託すること（以下「本件外注化」という。）を含む本件体制変更

を行い、Ａ２組合員については同日から新設される採血検査係に配置す
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る旨通知した（以下「本件業務任命」という。）。 

(4) ２３年４月２５日、組合は、「検査体制の変更とＡ３・Ａ２組合員の

雇用について」を議題とする団体交渉を申し入れた（以下「本件団交申

入れ」という。）が、法人はこれに応じなかった。 

(5) ２３年７月２５日、組合は、本件業務任命は労働組合法（以下「労組

法」という。）第７条第１号及び第３号に、本件団交申入れの拒否は同

条第２号に該当する不当労働行為であるとして、救済を申し立てた（以

下「本件救済申立て」という。）。 

２ 組合が請求した救済の内容 

(1) 本件業務任命が不利益処分であることの確認及びＡ２組合員の臨床検

査業務への復帰 

(2) Ａ２組合員を不当配転することなどによる支配介入の禁止 

(3) 上記(1)に関する誓約書の掲示 

(4) 団交拒否の禁止及び誠実な団交対応 

３ 初審命令要旨 

北海道労働委員会（以下「北海道労委」という。）は、２５年２月２２

日付け命令書をもって、同年３月７日、上記１(3)及び(4)の法人の対応は、

いずれも不当労働行為に当たらないとして、本件救済申立てを棄却した。 

４ 再審査申立ての要旨 

組合は、２５年３月１９日、初審命令を不服として、再審査を申し立て

た。 

５ 本件の争点 

争点１ 本件業務任命は、 

ア 労組法第７条第１号の不利益取扱いに該当するか。 

イ 労組法第７条第３号の支配介入に該当するか。 

争点２ 本件団交申入れに法人が応じなかったことは、正当な理由のない
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団交拒否として労組法第７条第２号に該当するか。 

 

第２ 当事者の主張の要旨 

１ 組合の主張 

(1) 争点１（本件業務任命の不当労働行為該当性）について 

本件業務任命は、検査体制の整備を口実に、組合員ゆえに従前の業

務を取り上げ、採血検査係を新設し、検査技師として付随的な採血業務

に配置し、検査技師としての技量向上の機会を奪い、衆人環視の待機場

所を与え、同人に屈辱を与え、組合活動の中心であったＡ２組合員を見

せしめにする、組合員ヘの労組法第７条第１号に該当する不利益取扱い

であり、同時に同条第３号に該当する組合活動ヘの支配介入である。 

法人は、インシデントレポートの趣旨を悪用し、臨床検査科におい

てインシデント（後記第３の３(2)参照）が繰り返し発生し、改善傾向

がみられないとして、必要な対応策を採るなど自らの医療安全上の責任

を果たさず本件外注化を行ったもので、本件業務任命は正当な理由がな

い。 

また、法人は、本件外注化に当たり精度管理調査委員会などの手続

を踏まえて行ったと主張するが、当事者である臨床検査科の意見を十分

に聴くこともなく極めて短期間のうちに本件外注化を実施し、当初から

組合の中心的存在であるＡ２組合員の排除など臨床検査科の人員の変更

を企図していたものである。 

(2) 争点２（本件団交申入れ拒否）について 

本件団交申入れに対し、法人は、本件外注化の必要性等について議

題とするならば団体交渉に応じないとして、団体交渉を拒否した。組合

は、本件外注化の必要性等を議論しなければ抜本的解決を図れないと考

えたため議題にしたのであり、本件団交申入れの拒否は労組法第７条第
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２号の不当労働行為に該当する。 

本件団交申入れ前に実施された３回の団体交渉においても、本件外

注化について誠意ある回答はなく、組合が外注化によらない安全体制の

提案を行っても、法人は外注化が現状における問題点の解消のための最

善策とし、検体検査業務が外注化されるとなぜ事故発生防止に結びつく

のか、説得力のある説明はなかった。 

２ 法人の主張 

(1) 争点１（本件業務任命の不当労働行為該当性）について 

本件業務任命は、病院臨床検査科において検体取違え事故（本件ア

クシデント）などが発生したため、医療安全のために検査体制を見直し、

院内で行ってきた従前の検体検査業務を外注化し、生理検査のみを行う

こととしたため、Ａ２組合員が主に行ってきた検体検査が不要になり、

Ａ２組合員の生理検査の技量も必要な水準に達していなかったため、新

設の係に配属したもので、何ら組合及び組合員に対する他意はなく不当

労働行為に当たらない。 

法人の病院における生理検査と検体検査の分離、本件外注化、Ａ２

組合員ヘの業務任命は、Ａ２組合員が労働組合の組合員であることとは

全く関係がなく、医療安全上、法人が患者に対して質の高い医療サービ

スを提供するために実施したものである。 

業務の質の向上・合理化等の目的から、組織体制の変更を行うこと

は当然のことであり、これは経営判断事項である。また、本件体制変更

は、組合が主張するようにインシデントの存在や件数のみを理由に行っ

たわけでなく、インシデントが繰り返され、改善が期待できない状況、

そうした状況の結果として本件アクシデントが発生したこと等から、改

善策として組織体制の変更を決定したものである。インシデント報告を

受け、その改善策を検討することは組織として当然である。 
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(2) 争点２（本件団交申入れ拒否）について 

本件団交申入れ前、法人は、組合との３回の団体交渉に応じており、

これら団体交渉では外注化の必要性について繰り返し説明したが、組合

は法人の判断に納得できないとして、外注化の撤回を主張して譲らず、

議論は平行線となったので、外注化を議題とすることには応じなかった

ものである。法人は、雇用問題については団体交渉に応じるとして対応

しており、団交拒否ないし不誠実団交には当たらない。組合は、検査体

制変更を白紙撤回し、組合が同意するまでは体制変更をしてはならない

という姿勢が明らかであったため、それ以上の団体交渉に応じなかった

ものであり、法人の対応は何ら非難されるべきものではない。 

 

第３ 当委員会の認定した事実 

１ 当事者等 

(1) 法人等 

ア 法人は、６年１１月に設立された医療法人（法人設立前は個人経営）

であり、静和記念病院、平和病院、介護老人保健施設などを運営して

いる。病院内に事務所を置く法人本部（管理部）を含めた事業所は１

２か所、職員は６１７名（２４年８月現在）である。 

イ 病院は、昭和３６年１０月の設立時においては琴似中央病院と称し

たが、法人設立後に現在の名称に変更された。 

 (2) 組合等 

ア 組合は、昭和６０年に病院の前身である琴似中央病院の職員により

結成された労働組合であり、北海道医療労働組合連合会及び札幌地

区労働組合総連合に加盟している。本件初審結審時点、法人内に３

０名以上の組合員がいる。 

イ Ａ２組合員は、昭和５７年に琴似中央病院に検査技師として採用さ
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れ、以来、臨床検査科に所属して検査業務を行ってきた。本件アク

シデント発生当時、５３歳であった。 

Ａ２組合員は、組合結成時の執行委員長であり、その後は書記長

を務めるなど（本件業務任命時は書記長）して、組合活動の中心的

存在であった。 

 (3) 本件アクシデント発生までの病院内における労使関係 

上記(2)アの組合結成直後には、組合の副委員長の一人である病院付

属看護学校教師の解雇撤回を求める救済申立てと、団体交渉に責任ある

交渉者を出席させるよう求めるあっせんがそれぞれ北海道労委に係属し

たことがあった。 

６年１１月の医療法人設立後、１５年には、春闘の賃上げ回答の根

拠の説明が不足であるとして、団体交渉に理事長の出席を求めるあっせ

んが申請され、覚え書きを交わして合意で終結している。また、１９年

には、法人が組合に対し賃上げ回答を行う際に、組合との合意に達する

前に非組合員にも通知する体制としたことについてあっせんが申請され

たが、これについては団体交渉で法人の態度に改善が見られたとして組

合があっせんを取り下げた。 

２ 本件体制変更前の臨床検査科の状態について 

(1)ア 病院における検査技師の業務は、検体検査と生理検査の二つに大き

く分けられる。 

検体検査とは、患者から採取した血液などの体液の中の成分を分

析器で測り結果を得るものである。生理検査とは、検査技師が直接

患者の体に電極を付けるなどして体内の電気的状態や臓器の超音波

反応をチャートやモニター画面に描出して情報を得るものであり、

脳波、心電図、超音波（エコー）検査等がこれに当たる。 

本件救済申立て当時、病院は生理検査の機器として７機種を運用
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していた。 

イ 本件体制変更前の病院の臨床検査科は、同科の責任者であるＣ１臨

床検査科長（以下「Ｃ１技師長」という。）、Ａ２組合員、Ａ３組

合員、Ｃ２検査技師の４名の検査技師で構成され、上記アの検体検

査と生理検査を、エコー検査、外来検査、入院生理検査、入院患者

採血（採血後に検査実施）の４分野に分け、エコー検査は主として

Ｃ２検査技師が行い、それ以外は他の３名が１週間ごとのローテー

ションで検査を行っていた。 

ウ 本件アクシデント発生当時、病院内で行う必要がある生理検査のう

ち、全体の６～７割を占めるのがエコー検査であったが、必要な全

てのエコー検査ができるのは、Ｃ２検査技師のみであった。 

２２年４月から９月までの半年間に行われた１,２２７件のエコー

検査のうち、９５パーセントに当たる１,１６７件をＣ２検査技師が

担当し、残り６０件はＡ２組合員が担当した。また、Ｃ２検査技師

はエコー検査以外の生理検査も行っており、同年６月のある一週間

をみると、エコー検査４２件を含めた１１９件の生理検査のうち、

５５件をＣ２検査技師が担当し、残り６４件をＡ２組合員ら他の検

査技師が担当していた。 

 (2)ア 病院では、遅くとも１１年にはエコー検査を導入したところ、当

時は臨床検査科ではなくＭＥ科で検査を行っており、病院のＢ２事務

長（以下「Ｂ２事務長」という。）は、当時臨床工学技士としてＭＥ

科に所属していたが、同人は日常業務の傍ら病院外で研修を受けてエ

コー検査技能を習得して、同科において腹部エコー検査に当たってい

た。 

また、病院のＢ３病院長（以下「Ｂ３院長」という。）は、１４

年の着任当時は心臓エコー検査ができる検査技師等がいなかったた
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め、診療の傍ら自ら心臓エコー検査を行っていた。 

遅くとも、本件アクシデント発生当時に臨床検査科で使用してい

たエコー検査機器を購入した１７年以降は、臨床検査科でエコー検

査を行っている。 

エコー検査の件数は、Ｂ３院長の着任した１４年当時は、月平均

１６件程度であったが、年々増加し、１７年以降においては、月平

均２００件を超え、３００件近くに及んだ年もあった。 

イ 上記のような状況の中で、法人は、臨床検査科に対して、病院のリ

ニューアルやＩＳＯ取得準備、Ｂ３院長や医師の就任などの都度、

長期間にわたってエコー検査の技能習得など業務改善を指示したが、

臨床検査科において当該習得に向けた動きはなく、ＩＳＯ取得後の

２０年には法人のＢ１理事長（以下「Ｂ１理事長」という。）から、

臨床検査科の検査技師全員がエコー検査をできるようにならなけれ

ばいけないとして、エコー検査の技能習得の指示が出され、臨床検

査科ではマスタープランが作成されたが、その習得には至らなかっ

た。 

ウ なお、法人は、臨床検査科の業務改善については、基本的には臨床

検査科自体の自主性に委ねるべきであるとの考えの下に、エコー検

査の技能習得のための講習を受講することや機械購入先からの指導

を依頼する等の指示以外に、積極的に、エコー検査の技能習得のた

めに一定期間の研修に行かせたり、そのためにスタッフを増やすな

どの措置を取ることはなかった。 

 (3)ア 上記(1)ウのとおり、本件アクシデント発生当時において、エコー

検査は、エコー検査技能を習得した上で病院に着任したＣ２検査技師

がそのほとんどを担当し、検査件数が多い日はＡ２組合員が腹部エ

コー検査を一部担当するという体制をとっていた。 
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Ｂ１理事長やＢ３院長、Ｃ１技師長辞任後の臨床検査科の責任者

でもあったＢ２事務長、病院のＩＳＯ取得準備を担当したＣ３ＭＥ

科長などは、Ａ２組合員の業務能力について、全ての生理検査がで

きる能力はなく、心臓エコーはできず、腹部エコー検査にあっても、

前年に腎嚢胞との所見を出した患者について、翌年の検査では異常

なしと読影し、さらに次の年でも異常なしとしたところに腎臓癌が

見つかるなど、同人の検査結果には見落としや見誤りが散見され、

精度が低いとして、全幅の信頼を置いていなかった。 

イ また、法人は、Ａ２組合員がこれから心臓エコーを習熟するために

は、これから５年以上かかると認識していたが、一般的にも、検査

技師が各臓器について一通りエコー検査ができるようになるには、

５～６年かかるとされている。 

３ 本件アクシデントの発生 

(1) ２２年５月１７日に、臨床検査科のＣ１技師長が、海外派遣ヘ応募す

るために健康診断をした受診者の検体と、入院中の腎機能障害の患者の

検体を取り違えて検査した結果を担当医師に報告し、担当医は上記受診

者に専門医療機関の受診を勧めた（本件アクシデント）。当該受診者が

他の医療機関を受診し、同月２０日に検体の取違えが発覚し、結局この

受診者は海外派遣ヘの応募を断念せざるを得なくなった。 

この問題は当該受診者との示談で解決したが、検体を取り違えたＣ

１技師長は、その責任をとって同年９月末で退職した。 

 (2) 医療現場において、実際には起こらなかったが、もしかすると事故

や障害を起こしたかもしれない偶発的事例をインシデントといい、実際

に患者に損失を与えた事故のことをアクシデントという。 

病院では、インシデントあるいはアクシデントが生じた場合の対応

手順を、病院のリスクマネジメント会議において『危機管理手続書』と
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して定めている。 

１８年１２月に改正された『危機管理手続書（改訂第２版）』の

「インシデント対応フロー②－２ インシデントレベル３－５（アクシ

デントの場合）」によれば、アクシデントの発生を受けて、法的対応に

発展するおそれがある場合、事務長の緊急対応とし、マネジメント会議

に送付するかしないかは、事務長が判断する権限を持つとされていた。 

 (3) なお、臨床検査科におけるインシデント報告件数を病院内の他部門

における報告件数と比較すると、２０～２３年度は、臨床検査科におけ

るインシデント報告件数が他部門よりも多いということはなく、年度に

よっては、臨床検査科よりも高い比率でインシデント報告がなされてい

る部門もあった。 

４ 臨床検査体制の検討 

(1) 精度管理調査委員会の設置 

法人は、前記３(1)の本件アクシデントの発生を受けて、２２年５月

２０日の定例マネジメント会議で、その原因を究明し、再発防止に向け

改善策を検討する必要があるとした。そして、臨床検査科では、この検

体取違え事故も含め、検査データの入力ミスや誤操作によるデータの上

書き等のインシデントが同月中に５件発生したため、法人は、当該事態

を患者の生命に関わるような重大性を持つと判断し、病院長、事務長及

び看護部長で構成する三役会議（後記(4)参照）において、既存のマネ

ジメント会議やリスクマネージャー会議ではなく、新たに精度管理調査

委員会を設置して対策を講じることとした。 

精度管理調査委員会は、病院を組織する各部門（医局長である病院

長、看護部、薬剤科、放射線科、ＭＥ科など）の所属長で構成され、事

務長が議長を務める臨時の委員会であり、臨床検査科における医療安全

の確保と医療事故の予防について検討を行うことになった。 
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アクシデントやインシデントの発生に当たり、マネジメント会議で

はなく、精度管理調査委員会という委員会を設けて、その対策を協議し

た例は以前にはなかったが、このことについて、法人は、より上位の職

階で組織される精度管理調査委員会での検討が必要かつ十分と判断した。 

 (2) 精度管理調査委員会における検討等 

精度管理調査委員会では、臨床検査科における医療安全の確保と精

度管理による医療事故の予防措置について検討を行うこととし、以下の

ように３回にわたり会議が開かれ、検討が行われた。 

なお、Ｃ１技師長は所属長であるが、精度管理調査委員会設置の契

機となった本件アクシデントの当事者であるため、メンバーから除外さ

れている。 

ア 第１回精度管理調査委員会（２２年６月２日）における検討等 

(ｱ) 第１回精度管理調査委員会では、臨床検査科の過去からのインシ

デントを分析するために、「検査科インシデント一覧」を作成し、

委員に配付した。 

これは、１７年１０月から２２年５月までに臨床検査科で発生

した主なインシデントについてまとめたもので、この期間の年度

別・技師別の統計やインシデントの原因、本件アクシデントの原

因や是正などについて記載されていた。 

会議では、臨床検査科でオーバーワークになっていないか、

オーバーワークか否かタイムスケジュールをもって判断してはど

うか、当事者の改善策の聞き取りをした方がいいのではないか、

手順確認や是正・監視が作用していないのではないか、ダブルチ

ェックが同科内で対応できないなら看護部にも依頼してはどうか、

リスクマネージャー会議等を活動させてチェック体制を確立する

必要がないか、生理検査と検体検査業務の兼務が適正か検討する
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等の意見が出された。 

Ｂ３院長は、臨床検査科から上がってくるデータの信頼性ヘの

疑問や、心臓エコーができる職員を複数にする体制が一向に確立

されないこと、これらが臨床検査科のモチベーションや現行職員

の能力に問題があるのではないかという趣旨の発言をした。 

会議の進行を担当したＢ２事務長は、この委員会の内容を臨床

検査科に伝えてレポートや業務のタイムスケジュールの提出を求

め、再度委員会を招集し、臨床検査科スタッフを含めて話し合い

を行う旨発言した。 

 (ｲ) 精度管理調査委員会は、上記(ｱ)の第１回目の検討結果を踏まえ、

臨床検査科に対し、恒常的な人員不足になっていないかどうかを確

認するためにタイムスケジュールの提出と改善等に対するレポート

の提出を求めることとした。そして、２２年６月４日付けの通知文

では、臨床検査科職員の全員に対し、各自の一週間分のタイムスケ

ジュール、インシデントレポートでの確認不足の事故原因が是正さ

れない理由や業務多忙の具体的理由、科内のコミュニケーションや

業務手順書の変更、生理検査と検体検査の兼務業務について科とし

ての検討結果を提出することなど９項目の内容について、各自署名

捺印した回答書の提出を求めた。 

 (ｳ) 同年６月１０日、臨床検査科検査技師の連名及びＣ１技師長以

外の３名の検査技師からそれぞれ回答が提出された。 

臨床検査科連名の回答では、生理検査と検体検査の兼務につい

て、「ローテーションで行っていた検査のうち検体検査を集中で

きるよう対策をとります」、改善策として「ダブルチェック、声

かけで確認する。さらに手順書追加の各検体ごとに確認書を作成

し、データの正確性を高めるようにします」などと回答された。 
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上記３名の検査技師は、それぞれ以下のとおり回答している。 

ａ Ａ３組合員は、自己のインシデントは確認不足に起因するこ

とが多く、その原因は、至急検査を行っている最中に所要時間

について問合せが来ると焦りが生じ、手順ごとの確認が等閑に

なっていたためであるとして、改善対策として、①至急検査の

結果が出る所要時間を前もって知らせておくこと、②複数の至

急検査を並行して行わず、一つずつ確実に処理することを挙げ

ていた。 

ｂ Ａ２組合員は、インシデントの原因は「私の場合は業務多忙

と注意力不足」とし、同年５月１７日に自らが起こしたインシ

デントの経過を記しているが、改善策については記載していな

かった。 

ｃ Ｃ２検査技師は、自分についてはインシデントの原因に確認

不足と記入したケースはないとした上で、①生理検査の器具等

について整理整頓に努めており、他の検査技師らにも注意はし

ているが改まる気配がない、検体検査についても検体の出し方

や置き場所など整理整頓がきちんとされていれば事故は起きな

いか防げたはずである旨、②生理検査業務と検体検査業務の兼

務は適正とは言い難く、検体検査は外部機関に全面委託し、臨

床検査科は生理検査業務に特化すべきである旨、③ＩＳＯの指

摘でエコー検査技能の習得は全員がすべきこととされており、

今後検査室は生理検査に特化して検査技師全員ができなければ

ならないと思う旨、④エコー検査技能を習得しようとしないの

は各人のモチベーションの問題であり、できる者がいるからや

らなくてもよいと思っている節があり、やる気が見られないの

で教える方も無駄な努力となる旨記載していた。 
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イ 第２回精度管理調査委員会（２２年６月２１日）における検討等 

(ｱ) 第２回精度管理調査委員会では、臨床検査科から提出されたレ

ポートやタイムスケジュールを基に改善措置等が検討され、次のよ

うな意見が出された。 

提出されたタイムスケジュールでは多忙かどうかや人員不足が

あるかも不明、インシデントの原因が不明瞭、業務分担の整理が

必要、外注できるものは外注する、生理検査と検体検査の分担が

できているのか、人や能力が足りているのか、現状で医局が望む

ことができているのか確認が必要であるなどの意見が出された。 

これらの意見を踏まえ、同委員会は、次回の検討資料として、

臨床検査科に対し、手順書の提出と統一した様式のタイムスケジ

ュール、生理検査の件数の提出を再度求めることした。 

なお、上記ア(ｱ)のとおり、Ｂ２事務長は、臨床検査科からのタ

イムスケジュール等が上がってきた時点で委員会を招集し、臨床

検査科スタッフを含めて話合いを行いたいと述べていたが、第２

回精度管理調査委員会では、臨床検査科の職員が招集されること

はなかった。 

 (ｲ) ２２年６月２１日付けで精度管理調査委員会から臨床検査科一

同あてに「通知文」が発せられた。 

同書面は、同委員会の開催結果を示し、個人別スケジュール、

業務分担を明確にする具体的方法、生理検査と検体検査を分担す

る具体的方法など６項目の回答を求める内容で、臨床検査科検査

技師全員が協議し臨床検査科として同年６月２５日までに事務長

に回答するよう求めるものであった。 

 (ｳ) これに対し、臨床検査科は、検査技師ごとのスケジュール、院

内至急検体標準操作手順などの手順書、生理検査の業務量件数を提
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出したほか、業務分担や、生理検査と検体検査を分担して行う方法

などについて記され、同科全員の署名捺印がされた「精度管理調査

委員会通知分ヘの返答２」と題する回答書を提出した。 

この回答では、業務分担についての改善策としては、「今回の

事故発生後は外来検体検査の業務に専念できるよう他の者が業務

につくようにしています」とされ、生理検査と検体検査を分担し

て行う方法として「検体検査に現状では業務分担もはっきりして

いませんでした。是正として報告書のダブルチェック、声かけを

するために２名で行う。生理検査は入院患者と外来患者に対応す

るために３名、１名はエコー業務（腹部エコーが多い時は２名に

て行う）」とされている。 

ウ 第３回精度管理調査委員会（２２年７月５日）における検討 

第３回精度管理調査委員会では、上記イ(ｳ)の臨床検査科からの回

答を基に同科の是正対策を検討し、今回を最終の会合として委員の

意見を聴取することとされた。 

出席者から、インシデントの原因はオーバーワークによるもので

はない、人員増の必要はない、科全体のスケジュール管理が必要、

検体検査は委託し生理検査に力を入れる体制はどうか、検体検査は

外注を中心にしていったらどうか、生理検査と検体検査の責任者を

決めた方がいいのではないかなどの意見が出された。Ｂ３院長は、

各委員からの意見を踏まえ、病院としての判断を法人へ上申すると

した。 

なお、Ｂ３院長ら同委員会の委員は、上記イ(ｳ)の臨床検査科の回

答について、やっていて当然かつ基本的なもので、評価できないと

述べた。 

この会議には、Ｃ１技師長も出席した。 



 - 17 -

 (3) 精度管理調査委員会の答申 

２２年７月６日、精度管理調査委員会は、上記の３回の検討を基に、

次の内容の答申をＢ３院長あてに行ったが、病院長は病院としての判断

を基に法人に上申することとされた。当該答申を記した書面には各出席

委員の確認印が押印されている。 

①業務量が多いことで検体取違えや誤記入ミスが出ている可能性が

ないかについて、一週間単位のタイムスケジュールを調査した結果、臨

床検査科が業務多忙とは判断しがたい。②臨床検査科からの是正対策が

ダブルチェックのみで、外部の専門機関等ではどのような是正策がとら

れているか検討されておらず対策の徹底に欠ける。③業務分担について

担当が明確でなく、行き当たりばったりの業務が見受けられ、分担表や

検査に対する責任者を決め組織的な動きが必要である。④生理検査と検

体検査の部門を分け、検体検査については外部の医療機関で主に実施し

ている外注化を取り入れ医療安全を確保する。 

 (4) 三役会議による理事長への上申 

ア ２２年７月６日、精度管理調査委員会の答申を基に、院長、事務長

及び看護部長で構成し、定期的に開催される病院の最高意思決定機

関である三役会議で、理事長ヘの上申案を検討した。 

イ ２２年７月１５日、上記三役会議を踏まえ、Ｂ３院長はＢ１理事長

に対し次の内容の上申書（「静和記念病院臨床検査科の体制につい

て（上申）」）を提出した。 

①検査業務の体制について、検体検査と生理検査を分離し、イン

シデントの多い検体検査については、医療安全の確保を優先して、

現状の職員では是正が困難であると判断し、外注化することとして、

現在取引のある臨床検査センターに全面委託する（本件外注化）。

②生理検査については職員で実施するが、心電図・脳波計・超音波
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エコーなど７種類あり、体制としては２名の常勤職員が最低必要と

考える。③既存職員の処遇について、生理検査７種類の操作が可能

な者は生理検査担当とし、実施できない職員については処遇を検討

する。エコー検査機器を新規に購入し５年が経過したが、当時から

引き続き配置している職員４名のうち、いまだ１名しか検査を熟知

している検査技師がおらず、現状の職員では、標準医療レベルに対

応することが無理であることがうかがえるから、生理検査について

は、新規に検査技師を採用しなければならないが、女性患者への対

応のため女性の検査技師が必須と考える。④所属長（血液取違え事

故当事者）については、懲戒委員会により今後の対応を検討したい。

本結果を踏まえ、次の所属長については力量を判断し決定していく。 

ウ Ｂ１理事長は、上記上申書提出から２～３日後に、当該上申の内容

を了承する旨を回答し、その後、法人は臨床検査科の体制変更に向

けた検討を開始した。 

 (5) 臨床検査科の職員に対する提案要請と意見書提出 

２２年９月２８日頃、法人は、臨床検査科の体制変更に関して、各

検査技師から意見を求め、各検査技師はそれぞれ、書面で意見を提出し

た。 

ア Ａ２組合員は、「心エコーもとれる女性技師長を採用し、従来どお

りの検査を行なう。検体検査については検査センターに頼らないシ

ステムでコスト削減とサービス向上を図る」とのみ記した書面を提

出した。 

イ Ａ３組合員は、「職員４名の体制が望ましい」、「指導監督する技

師長がいることが望ましいので早急に検討していただきたい」旨記

した書面を提出した。 

ウ Ｃ２検査技師は、①検体検査は全面的に外注化する方が各技師が担
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当する業務に専念できるので外注化を望む、②脳波等の時間をとられ

る検査や依頼の少ない検査は予約制とする、③採血業務から撤退する、 

④他の臨床検査科の検査技師が生理検査について必要な水準に達し

ていないため、エコー検査全般に習熟した検査技師の雇用が必要であ

る、等の意見をその理由とともに記した書面を提出した。 

５ 新体制の決定とＡ２組合員ヘの退職の打診 

(1) ２２年１０月２６日、法人は、臨床検査科の３名の検査技師に対して、

①検体検査と生理検査を分離し、検体検査は外部委託すること、②生理

検査は職員を２名配置し、うち１名は心臓エコーもできる女性の検査技

師とする旨の臨床検査科の新体制について通知した（本件体制変更）。 

法人は、現状で本件体制変更後の職員に求める基準に達しないと判

断したＡ２組合員とＡ３組合員に対しては、退職と法人外での再就職の

あっせんを打診した。 

 (2) 上記(1)のとおり本件体制変更と退職の打診を受けたＡ２組合員は、

「検査室体制変更及び雇用問題は労使の協議事項なので法人として正式

に組合に提案してほしい」旨述べ、２２年１０月２７日、組合との窓口

担当である音喜多管理部長に対し口頭で同様の申入れを行った。また、

組合は同月２９日に行われた年末一時金に係る事務折衝において、検査

室の体制変更等を議題とする団体交渉の早期開催を求めたが、法人は

「聞きたいことがあれば、文書で何が聞きたいか出してほしい。それを

見た上で対応する」旨回答したため、同年１１月１日、組合は、団体交

渉開催を求めるとともに、口頭での団交申入れに対する法人の対応を非

難する内容の文書を提出した。 

６ 団体交渉の実施 

(1) 第１回団交（２２年１１月９日）の実施 

２２年１１月９日、臨床検査科の本件体制変更とそれに伴う検査技
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師の雇用非継続の提案について法人と組合の間で団体交渉が開催された。 

交渉の内容は、要旨、以下のとおりである。 

ア 法人は、本件体制変更について、①検査技師全員が同じ業務ができ

る状態にないこと及びインシデント等の数が多い状態がここ２年あ

まり継続しており、また、本件アクシデントが生じたことから、精

度管理調査委員会においてその対策を検討したが、今の検査体制で

は医療安全の質の維持が難しいと判断し、同委員会の答申を踏まえ

て体制変更を決定した旨、②生理検査と検体検査を分離して検体検

査については外注化し、生理検査については心臓エコーも含めた生

理検査のできる常勤検査技師２名体制とする旨、③常勤検査技師２

名のうち１名は女性患者対策として女性の検査技師を新たに雇用す

るが、Ａ２組合員らについては、残念ながら新体制下で要求される

基準に至らないため、生理検査担当とすることが困難である旨説明

し、両名について院内で従前と同様の労働条件を維持することは困

難となったので、両名の雇用機会を確保するために最大限の努力を

行った結果、法人外に再雇用先を確保したので、退職に同意しても

らいたい旨述べた。 

イ 組合は、本件アクシデントの発生までの１年間について発生したイ

ンシデントのほとんどはコンピューター導入後の不慣れが原因であ

り、かつ、半数はＣ１技師長が起こしたものであること、本件アク

シデントが発生した５月以降インシデントは発生していないこと、

現場の意見を各検査技師に個別に聞いていないこと等を挙げ、現場

の状況の把握が不十分であるのに、いきなりＡ２組合員らを検体検

査業務から外すというのはあまりにも一方的である旨述べた。これ

に対し法人は、精度管理調査委員会には臨床検査科の代表としてＣ

１技師長が出席しており、臨床検査科の業務量把握等の資料も収集
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した上で検討した旨、「臨床検査科の今後の体制も含めて問題点、

意見があれば出してほしい」として、各検査技師に個別に意見聴取

を行った旨述べた。 

ウ 組合は、聴取されたのは臨床検査科の将来についてであり、医療安

全対策について検討するならそれについて具体的に現場の意見を聞

くべきである旨、Ａ２組合員らを検体検査業務から外すことは懲戒

若しくは処分にみえる旨述べた。これに対し法人は、生理検査業務

と検体検査業務を分離することは病院の方針であり、生理検査業務

担当としてのニーズは全ての検査ができて心臓エコー検査もできる

ことである、懲罰や特定の個人ではなく、３人の中からできるかで

きないかという中での選択であると述べた。 

エ 組合が、では検体検査業務は外注化せずにＡ２組合員らに担当させ

ればよい旨述べたところ、法人は、精度管理調査委員会において、

過去６年分位のデータも全部取り入れた上で検討した結果である、

医療はチームプレイであり医師の信頼というものもある、今までの

臨床検査科の体制を踏まえて、医療安全のためには体制整理をしな

ければならないという判断に至った旨述べた。 

オ 組合は、インシデントレポートはそれを基に対策を考えて大きなア

クシデントを起こさないためのものであり、処罰に使うものではな

い旨、インシデントが出る度に改善を行っており、それを評価すべ

きである旨述べたところ、法人は、インシデントの数を基に責める

という趣旨ではない旨述べた。 

カ 組合は、検体検査業務と生理検査業務の分離、検体検査業務の外注

化を決定する前になぜ自分たちに一度も話がないのかと述べたとこ

ろ、法人は２２年１０月２６日にした告知が１回目として行った正

式な提案である旨、意見があれば聞く旨、提案に同意するかという
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話をしているのである旨述べた。これに対し組合は、提案には同意

できないし、理由が全く納得できない、医療安全対策の問題でもシ

ステムを変更すれば対応可能であるといったが取り上げられなかっ

た旨述べた。 

キ 法人は、上記提案の前の２２年９月２８日にＣ１技師長の退職後の

体制について各検査技師に個別に意見を聴取したが具体的な意見は

出てこなかった旨、インシデントレポートにしても単に報告である

だけではなく改善策を検討し報告するべきである、Ａ２組合員らが

それを行っているか疑問であり、本件アクシデントの場合において

もなされていない旨述べた。これに対し組合は、求められていない

のになぜ発言しなければならないのか、アクシデントの当事者はＣ

１技師長である旨述べた。 

ク 組合は、２２年５月の時点でもシステムの変更が必要であると意見

を出した旨、同年１０月２６日の時点でＴＲＬシステムの導入によ

り医療安全システムは飛躍的に向上するとの意見を出したが、取り

上げられないとの返答があった旨述べた。これに対し法人は、法人

がそういったことも踏まえて検討した旨述べたのに対し、組合が後

ほど資料を出すから検討してほしい旨述べたから待っていたが、資

料が出てきていない旨述べた。 

ケ 組合は法人に対し、生理検査と検体検査の分離の撤回と外注化の撤

回を要望するとともに、これらに替わるシステムについて組合から

提案したい旨述べ、法人は、組合の要望について持ち帰り検討する

旨、システムの提案も合わせて確認する旨述べた。 

 (2) 代替案の提案と法人回答 

ア ２２年１１月１０日、Ａ２組合員からＢ２事務長に対し、｢ＴＲＬ

方式(トータル・レンタル・リース方式）による検体検査の安全シス
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テム構築について」と題する提案書が提出された。 

上記組合の提案の概要は、①検体検査業務を外注化せずにこれま

でどおり臨床検査室で行い、②病院にオーダリングシステム（医師

が検査、投薬などの指示を端末に入力すると、検査担当や院内薬局

などに自動的に指示が送られる）を導入し、それと連動したバー

コードによる患者誤認識防止システム（患者にバーコード付きリス

トバンドを装着させ、カルテや点滴パック、血液検査の採血管など

に同じバーコードを付し、検査等を行う際にバーコード認識で患者

を照合するシステム）や、自動採血管準備機（検査指示の入力によ

り誤認識防止用のバーコードラベルがついた採血管を自動的に用意

する機器）などを導入することによって医療安全を図る、③②によ

り新たに機器の導入や入れ替えが生じるが、ＴＲＬ方式(トータル・

レンタル・リース方式）によって、機器は賃借により調達すること

で、初期投資を避けコスト減を図る、というものであった。 

イ 法人は上記アの提案に対し、２２年１１月２６日付け「貴組合から

のご提案について（ご回答）」と題する文書により、ＴＲＬ方式に

ついては、①新しい高度機器の導入により不慣れからインシデント

が増える危険性があること、②病院の新築計画との連動などコスト

面で検査部門だけに先行投資する優先度が低いこと、③パソコン操

作について医師の対応などに時間をかけなければならないことなど

の理由を列挙し、その上でブランチラボ化（外注化）とＴＲＬ方式

の比較検討を行った結果、外注化が現状における問題点を解消する

最善策と判断し、外注化を推進することとした旨回答した。 

なお、この中で、ブランチラボ化（外注化）に関して、「外注委

託業者は過去１年間にインシデント１件に対し、当院はインシデン

ト１３件であり技師の力量の低下が示唆される」旨記載されていた。 
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ウ 上記イの回答を受けて、２２年１１月２９日、Ａ２組合員はＢ２事

務長に対し、同回答において、既存の検査技師での安全面の検証に

ついて現状では不備があるとされている点など４項目についての質

問を行った。 

エ 法人は、２２年１２月１日付け「回答書に対する質問について」と

題する文書により、同月２日、上記ウの４項目の質問について、精

度管理調査委員会やＩＳＯサーベイランスにおける指摘事項、同年

８月に発生した自動分析装置のエラー対応における問題点などの不

備事項をあげ、これを解消するためには現状の管理体制と人員体制

では改善が大変厳しいと判断し、検体検査部門を専門特化し一元管

理によりミスの防止を実施できる外部ブランチラボへの委託を導入

することとした旨回答した。 

オ 組合は、２２年１２月７日付け「１１月２６日ご回答について」と

題する文書により、上記イ及びエの法人の回答に対し、①ＴＲＬ方

式では、リース元は変わるが既存機器のアップグレードなので操作

性は変わらないため、「不慣れ」や「力量」という心配はない、②

既存の検査技師による安全面の検証において、不安、現状での不備

として挙げられた具体的事例についてはそれを「不備」とすること

に納得がいかない、③ブランチラボ化によってコスト面で不利にな

る部分がある、等を挙げて反論し、組合は外部委託が病院の現状と

比較して優れているという法人の結論に全く承服できず、交渉で具

体的に明らかにしたい旨述べた。 

 (3) 第２回団交（２２年１２月２１日）の実施 

２２年１２月２１日、２回目の団体交渉が開催された。 

交渉内容の概要は、以下のとおりである。 

ア 組合が、①本件アクシデントが通常どおりのリスクマネジメント会
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議ではなく精度管理調査委員会に付議された理由及び②精度管理調

査委員会設置の契機は、本件アクシデントの発生であるのか、それ

とも本件アクシデントを含む４件のデータ取り違いの発生であるの

かを質したところ、法人は、①については、訴訟につながりかねな

い重大な案件については通常と異なるルートで対応する危機管理手

順となっている旨、②については、後で確認する旨述べた。 

イ 組合が、精度管理調査委員会の答申が２２年７月に出ているのに、

自分たちが検体検査業務と生理検査業務を分離して検体検査業務を

外注化することを聞いたのは同年１０月２６日である旨述べ、なぜ

委員会の検討結果が検査技師らにフィードバックされないのか質し

たところ、法人は、精度管理調査委員会の最終段階でＣ１技師長に

は伝えた旨述べた。 

これに対して組合が、Ｃ１技師長に伝えても検査技師らに伝わっ

ていない旨、同技師長が同年９月末で退職した時点で誰にも引き継

がれていない旨述べ、同年７月に結論が出ているのになぜ伝えられ

なかったのか質したところ、法人は、所属長経由で伝達するのが組

織というものである旨、同月に精度管理調査委員会の答申を踏まえ

て検討中であったこと、方針が決まって提案したのが同年１０月２

６日である旨述べた。 

ウ 組合が、本件アクシデントの原因について、精度管理調査委員会で

はどの程度分析しているのか、原因をどのように結論づけたのか質

したところ、法人は、当事者であるＣ１技師長からてん末書が提出

されており、それに基づいて確認している、原因はチェック上の問

題が一番大きいと捉えている旨述べた。 

エ 組合は、検体取違えの原因は検体検査を行う際の手順が多すぎるこ

とであり、検査を行うために検体をカップに分注し、そのカップに
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番号をつける作業が最大の原因と考えるので、組合の提案したバー

コード化を導入すればかなり安全面が確保できると考える旨、バー

コード化については、本件アクシデントの発生以前から提案してい

る旨述べた。これに対し法人は、検体取違えの原因については一概

にそうとはいえない旨、意見聴取は書面で行ったがバーコード化の

提案は記載されてなかった旨述べた。 

オ 組合が、精度管理調査委員会の答申でインシデントが改善される内

容ではないとの評価がされているのに、なぜその時点で臨床検査科

に対し対策をきちんと考えるようにとのフィードバックがないのか

と質したところ、法人は、その時点で言うか言わないかは判断の問

題である旨述べた。 

これに対し組合が、判断であるというのはおかしい、初めからＡ

２組合員らを辞めさせるとの結論が決まっていたとしか思えない旨

述べたところ、法人は、それについては完全に否定する、両名を

ターゲットにしたということでは全くない旨述べた。 

カ 組合は、２２年５月から同年１２月までの間、臨床検査科全体の問

題点は改善されていないままである、医療安全上問題があると評価

する検査技師をなぜ放置していたのか、管理する人間が必要ではな

いのか、アルバイトを入れるより先にしなければならないはずであ

る旨述べた。 

キ 法人は、検体検査業務を外注化することによって今後のミスを抑え

る体制を組みたいという結論に達した旨、意見は聞いたが、組織で

動いている以上、いろいろな諸問題を解決しなければ意見を容れる

のは難しいところがある旨、法人の結論として検体検査業務の外注

化を推進したいと考える旨述べた。これに対し組合が、それでは安

全策にならない旨述べたところ、法人は、自分たちはそうは思って
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いない旨述べた。 

ク 組合が、２２年１０月２６日の提案まで検体検査業務の外注化の話

は一切聞いていなかった旨、辞めた技師長に伝えたといわれても納

得がいかない、雇用がかかっているのだから伝達経路の問題ではな

い旨、結論を出す前に現場の意見を聞いて協議しようとしないのは

おかしい旨述べたところ、法人は、精度管理調査委員会の答申はそ

の都度検査技師の意見を聞いてサインをもらっている旨述べた。 

ケ 法人が、「生理検査と検体検査を分担して行う方法があるのではな

いかと話し合った」旨の臨床検査科としての意見が回答にある旨述

べたところ、組合は、明確に分けろという意見は出していない旨述

べ、分離した場合に生理検査を二人の検査技師で対応できるのか、

一人休んだ場合のシミュレーションはしてはしているのか質した。 

これに対し法人は、組合指摘の点については業務量を勘案して必

要な配置をしている旨述べた。 

コ 組合は、２２年１２月１日に発刊されたＩＳＯサーベイランス見解

において、臨床検査科の体制が安全面の確保ができていないと結論

づけられていることについて、Ｃ１技師長が報告書を提出せず、同

技師長から引き継ぎもされていないのに自分たちのミスであるかの

ように書かれるのはおかしい旨述べ、この文書を撤回するよう求め

た。 

サ 組合が、インシデントレポートは報告者を守らなければならない、

処罰の対象にしたり責任を追及したりしてはならない、責任は組織

が負うものであるといわれているがどう思うか質したところ、法人

はそのとおりだと思う旨述べた。 

これに対し組合が、法人はインシデントの意味を理解していない

旨、インシデントレポートの数をＡ２組合員らの解雇理由にしてい
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る旨述べ、２２年１１月２６日の回答文書の中で、「外注委託業者

は過去１年間にインシデント１件に対し、当院はインシデント１３

件であり技師の力量の低下が示唆される」旨の記載があることを指

摘したところ、法人は、インシデントの意味は理解しており、イン

シデントを基に安全体制を確立するのは病院の義務である旨、その

結果として本件体制変更という結論となった旨、インシデントを検

査技師の力量の評価に用いているのではなく、判断材料の一つとし

ているのである旨述べた。 

シ 組合は、法人の提案を一度全て撤回して、一から再検討してほしい

と主張し、法人は検討するということで団体交渉は終了した。 

 (4) 第３回団交（２３年２月１５日）の実施 

２３年２月１５日、３回目の団体交渉が開催された。 

交渉内容の概要は、以下のとおりである。 

ア 法人は、組合提案に対する検討結果として、①外注化を決定したこ

と、②Ａ２組合員については雇用を継続し、院内での配置転換とし、

待遇は維持し、その内容は今後示すこと、③Ａ３組合員については

定年後の再雇用中なので外注化後に退職してもらい、再就職をあっ

せんすることなどを説明した。 

イ 組合は、精度管理調査委員会が検査技師のスケジュールを調査する

に当たって本件アクシデントとは関係ない期間を対象としたのはお

かしい旨述べ、提案した是正策はなぜ有効性なしとの結論となった

のか質した。これに対し法人は、提案がダブルチェックのみであり、

外部機関等においてどのような是正策がとられているか等の検討が

されていないからである旨回答したところ、組合は、その他声だし

等いろいろやっており、本件アクシデントのあった２２年５月１７

日以降に問題は起きていないことに着目すべきである旨述べたが、
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法人は一つの方法ではあるが有効な安全策とはいえない旨述べた。 

ウ 組合が、臨床検査科は業務分担を明確にしていないことがインシデ

ントの原因であるとは報告していない、なぜ外注化という結論が出

るのか疑問である旨述べたところ、法人は、分担を明確化しないこ

とが原因だと考えた人がいるということである旨、外注化は経営事

項であり団交事項ではないと考える旨述べた。 

エ 法人が、検査データの不具合が多々あって医師の診療に支障を来す

ことが多くあったことが委託の理由である旨、外注先のインシデン

トレポートは格段に少ないがそれだけを評価したわけではない旨を

述べたところ、組合は、外注先の臨床検査センターの安全性も確認

せずに外注化したことの不当性や、外注化して安全が保てるのか等

述べた。 

オ 法人が、長年かけて今の体制でやってきた結果として医師の評価が

得られていないということから体制改善の努力をしなければいけな

いというのが病院側の考えである旨述べたところ、組合は、バー

コードシステムにすれば安全性は向上する旨述べた。これに対し法

人は、バーコードシステムについては検査技師からの意見聴取の段

階で何も言及がなかったこと、組合の提案は法人で検討したが今の

病院では採用できないというのが結論である旨述べた。 

カ 組合が、精度管理調査委員会の答申が出た段階でなぜ検査技師に知

らせなかったか、是正策も出している旨述べたところ、法人は、答

申段階では人の（雇用）問題もあるし病院としての決定事項でもな

いのに外に出せるわけがない旨、組合の是正策は採用できないとの

結論であり平行線である旨述べた。これに対し組合が、法人は最初

から採用する気がないのだと述べたところ、法人は、組合の是正策

は採用するに値しない旨述べた。 
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キ 法人が、間違えばインシデントレポートを書くというだけでは医師

の信頼は得られない旨述べたところ、組合は、インシデントについ

てはパソコン化が問題であった旨、パソコン化が間違いを減らすた

めに導入したことなどは聞いていない旨述べた。これに対し法人が、

パソコン化は間違いを減らすために導入したもので知らないという

のは当事者としては無責任である旨、パソコン導入を発案したのは

技師長であり、知らないというのであれば臨床検査科内のコミュニ

ケーションが取れていないということである旨述べたところ、組合

は、コミュニケーションが取れないのは技師長の責任である旨述べ

た。 

ク 組合が、病院は安全でなければ人を取り替えるということかと質し

たところ、法人は、人を取り替えるのではなくシステムを替えるの

である旨回答した。さらに組合は、Ａ２組合員とＡ３組合員が検体

検査をしてＣ２検査技師と新たに採用された検査技師が生理検査を

すればいい、インシデントレポートの扱いは評価なのか、２２年５

月以降はインシデントが起きていないのに医師の信用がないという

のか、心臓エコーがとれないことがそんなに問題なのか、外注化は

責任転嫁であること、医療事故になったら外注先も病院も訴えなけ

ればならないこと、安全を高めるために外注化するということが理

解できない旨述べ、外注化する意味は何かと質したが、法人は何度

も答えていると応じた。 

ケ 組合は、Ａ２組合員ヘの通知内容（外注化などについて）を、正式

な提案として文書で組合に提案することを求めた。法人は検討する

とした上で、Ａ２組合員らの処遇については交渉しないのか促した

が、組合は、外注化の問題から始まっているので、まず提案である

と答えて、団体交渉は終了した。 
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 (5) ２３年２月２４日付け法人の方針についての回答文書 

法人は、組合からの求めに応じ、上記(4)のとおり第３回団交で説明

した法人の方針について、２３年２月２４日付け文書により次のとおり

回答した。 

①検体検査と生理検査を分離し、検体検査については全面委託に変

更することとして本件外注化し、生理検査は職員２名（男女各１名）体

制に変更する。②Ａ２組合員については、病院内で配置転換を行うが、

配置転換に伴う不利益変更は行わない。③Ａ３組合員については雇用契

約を終了するが、再就職先あっせんの用意がある。④本件体制変更の理

由としては、医療安全・検査技術・患者サービスの向上が目的であり、

現状のままでは検査データを基に診断を行う医師の信頼を回復できない

ことから、検査部門の専門特化を図ると同時に検査業務の再構築を図る

ものである。⑤外注先については、法人経営の３病院で検体検査を委託

している既存の取引業者で、かつ現在３８施設での検体検査を受託し、

運用実績があるほか、外部評価機関の認証を得ていることから選定した。 

 (6) ２３年４月６日の組合の団交申入れと法人の回答 

ア ２３年４月６日、組合は法人に対し、「ブランチラボ化の導入とそ

れに伴う検査技師の雇用の問題について」を議題とする団体交渉を

同日付け「団体交渉申し入れ書」で申し入れた。 

同申入書には、ブランチラボ化の提案に当たりその原案を作成し

た精度管理調査委員会の委員長であり、ブランチラボ化を導入する

病院の長であるとの理由で、Ｂ３院長の出席を求める旨記載があっ

た。 

イ ２３年４月１２日、法人は上記アの団交申入れに対し、同日付け

「ご回答と質問」と題する書面により回答した。 

同書面には、①検査体制の変更は高度な経営判断事項であり、本
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来団体交渉になじまないと考えていること、②過去３回の団体交渉

では組合員の雇用も含めた検査体制変更に関する法人の考えを説明

したが議論は平行線をたどったこと、③今後は組合員の雇用に限定

して対応するのでＢ３院長は出席しないこと、④団交日時は別途連

絡することが記載されていた。 

また同書面には、組合が同年３月４日に発行した書記局ニュース

に、「二人の技師を解雇」、「組合潰しの不当労働行為であること

を確認した」等の記載があったことについて、組合が何をもって

「不当労働行為を確認した」とするのか文書による回答を求める旨、

これらの記載は今回の団体交渉の議題が組合員の解雇問題であると

いう誤解に基づいているものと思われるが、法人は組合員を解雇す

るという提案はしていない旨が併せて記載されていた。 

７ ２３年４月１８日付け検査体制等変更通知 

(1) 法人は、Ａ２組合員に対し、Ｂ３院長名の２３年４月１８日付け「検

査体制変更ならびに担当業務任命通知書」を交付した（本件業務任命）。 

同通知書には、①検査体制の変更について、部署の名称は従前どお

りとし、責任者はＢ２事務長が兼務すること、②係は業務内容により、

採血検査係、生理検査係、検体検査係の３係とすること、③Ａ２組合員

を２３年５月２日付けで採血検査係に任命すること、④採血検査係の業

務内容は、「①看護部の採血業務全般及び付随する業務、②検査に関わ

る患者の補助業務、③看護配置の検査機器操作及び保守管理業務、④上

記機器の消耗品の管理業務、⑤その他臨床検査技師が実施できる業務」

であることが記載されていた。 

また、検体検査係の業務については臨床検査センターを委託先とす

る業務委託とする（本件外注化）とされた。 

 (2) Ａ３組合員に対して法人は、上記Ａ２組合員への通知と同日付けで、
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雇用契約終了通知書を交付した。 

同通知書には、Ａ３組合員の雇用期限は２３年１０月３０日で終了

すること、早期退職や再就職あっせんの希望があれば申し出てもらいた

いこと及び検査体制変更後の同年５月２日以降の担当業務は採血検査係

とすることが記載されていた。 

Ａ３組合員は、２３年５月末をもって退職した。 

８ 本件団交申入れの拒否等 

(1) ２３年４月２２日、組合は、本件体制変更の撤回を議題とする団体 

交渉応諾と労働条件の不利益変更の撤回を求め、法人を相手方として北

海道労委にあっせんを申請した。                  

法人は、同あっせん申請に応諾し、同年５月１９日にあっせんが行

われたが、同日で打ち切りとなった。 

 (2) 組合は、法人に対し、２３年４月２５日付け「団体交渉申し入れ書」

により、検査体制の変更とＡ３・Ａ２組合員の雇用について議題とする

団体交渉を同月２８日までに開催するよう申し入れた（本件団交申入

れ）。 

組合は、「雇用問題に限っての団交は認められない。それだと（雇

用問題に限らないと）団交は受けないのか」と問い質すと、法人は、

「それでは（雇用問題に限らないならば団体交渉に）応じない」と回答

し、本件団交申入れに応じなかった。 

 (3) ２３年５月２日以降、Ａ２組合員は採血検査係として業務を開始し

たが、同人が手空きの際の待機場所は病院１階のロビーにある、以前は

外来の案内をする者のいたカウンター内とされた。当該待機場所は外来

の採血室の隣にあり、外来の看護師からは所在が確認しやすい場所であ

った。 

 (4) ２３年７月７日、申立外静和会労組闘争支援共闘会議は法人に対し、
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法人がＡ２組合員に対し同年４月１８日付けで行った担当業務任命の通

知は労働条件の不利益変更であり、労使交渉を打ち切って強行した不当

なものであるとして、①Ａ２組合員への当該通知を取り消し従前の検査

業務へ戻すこと、②労働組合への不当労働行為を繰り返さないことを求

める同月６日付けの「要請書」を提出した。 

 (5)ア 法人は組合に対し、上記(4)の「要請書」について、要請内容とし

て記載されているような事実はないと認識しており、具体的な回答は

できない旨記載された、２３年７月１１日付け「ご連絡」を送付した。 

イ 法人は従業員に対し、本件体制変更に伴い法人が違法行為を繰り返

しているかのような主張を組合らがしているが、そのような事実は

ないので誤解のないよう説明するとして、本件体制変更の目的、概

要及び変更後の業務内容、上記(4)の要請書の内容、並びに本件体制

変更に当たって組合に説明を行っていることを記載した「職員の皆

様へ」と題する２３年７月１１日付け書面を配付した。 

 (6) ２３年７月２５日、組合は、北海道労委に対し、本件救済申立てを

行った。 

９ 本件救済申立て後の経過 

(1)ア ２４年７月１３日、組合らは、法人の運営する平和病院外２施設で、

職員に対し「静和会労組争議ニュース」と題する情宣文書を配布した。 

イ 上記アについて法人は、法人の各施設の職員に対し、２４年７月２

５日、①「静和会労組争議ニュース」の内容は組合らの一方的な主

張にすぎず、事実と反する記載があること、②本件体制変更とそれ

に伴う職員の担当業務変更の是非について、北海道労委で不当労働

行為審査中であること、③本件体制変更に当たっては事前に臨床検

査科の職員に対する意見聴取や労働組合に対する説明を行っており、

体制変更に至った判断は合理的なものであって、組合らの情宣内容
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は大変遺憾であること等を記載した「職員の皆様へ」と題する書面

を配付した。 

 (2)ア 組合らは、月に１度、病院近隣において、本件に係る街頭宣伝活

動を継続的に行っており、本件再審査係属時において、その累積回数

は２０回以上に及んでいた。 

イ 法人は、組合の上記街頭宣伝活動について、記録に残し状況を確認

するためにビデオカメラで撮影したことがあった。 

第４ 当委員会の判断 

１ 争点１（本件業務任命の不当労働行為該当性）について 

(1) 組合は、本件業務任命は、検査体制の整備を口実にした組合活動の中

心であったＡ２組合員に対する不利益取扱いであり、同時に組合活動ヘ

の支配介入である旨主張する。他方、法人は、本件業務任命は、Ａ２組

合員の同任命後の経済的待遇や勤務地は変わらず、組合活動にも支障が

ないから不利益取扱いには当たらず、支配介入にも当たらない旨主張す

る。 

そこでまず、本件業務任命が労組法第７条第１号にいう「不利益な

取扱い」に当たるかについて判断する。 

Ａ２組合員は、検査技師として、臨床検査科で主に検体検査に従事

してきたが、本件業務任命発令後は、新設の採血検査係として、主に検

体検査を目的として採取する採血の業務に従事しており、同発令前に従

事していた臨床検査業務自体には従事しておらず（前記第３の２(1)イ、

７(1)、８(3)）、また、同人の就労状況は後記(4)イのとおり、採血業

務にはさほど長時間を要さず、採血業務を行わない手待ちのときは、患

者が待機するロビーに面したカウンターの中で、他科からの採血の要請

があるまで待機することとなるというものであって、これらのことによ

れば、同人は、本件業務任命発令後は検査技師としての資格・専門的能
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力を十分に発揮し難い職務に従事しているばかりでなく、同人の職務上

の技能向上ないし検査技師としての自負心が著しく損なわれているので

あるから、本件業務任命発令後の経済的待遇や勤務地が変わらず、組合

活動にも支障がないとしても、本件業務任命は同条第１号でいう「不利

益な取扱い」であることは明らかである。 

そこで、このようなＡ２組合員にとって不利益となる本件業務任命

が労組法第７条第１号に該当するかは、法人が同業務任命を同人の組合

の組合員であること又は正当な組合活動を行った故のものであるかが次

に問題となるので、以下、この点について、検討する。 

(2)  Ａ２組合員は、組合の組合員であり、組合の執行委員長や書記長な

どとして組合活動の中心的存在として活動してきたことが認められ、本

件業務任命当時は組合の書記長であった（前記第３の１(2)イ）。他方、

①法人では、本件アクシデント発生当時、臨床検査科にあっては同アク

シデントのほかにいくつかのインシデントも生じていたこと（同４

(1)）、②法人は従前から検査技師全員がエコー検査をできるようにす

るよう指示を出していたが、同科で全てのエコー検査ができるのはＣ２

検査技師のみであり、Ａ２組合員のエコー検査の結果については医師ら

から全幅の信頼を置かれていなかったこと（同２(1)ウ、(2)イ、(3)ア）

等から、法人は、これらの事態に対し、医療上の安全と信頼を確保する

ため、その内外から早期かつ適切な対処が求められていたものといえる。

こうしたことから、法人は、精度管理調査委員会の審議等を経て、本件

体制変更及び本件外注化を行うこととし、本件業務任命はその施策の一

つとして行われたものであることが認められる（同４、５(1)）。 

そこで、上記対処として法人が行った、本件体制変更及び本件外注

化ないしこれら施策に伴うＡ２組合員に対する本件業務任命が合理的か

つ相当なものであったかについて検討する。 
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(3)ア 法人は、上記事態に対して、まず、従前からリスクについて取り扱

っていたリスクマネージャー会議等によらず、これら会議のメンバー

より上位の職階で組織される精度管理調査委員会を設けて検討するこ

ととし（前記第３の４(1)）、２２年６月２日を第１回として同年７

月６日まで同委員会を３回開催し、同月１５日、その検討結果を病院

長あて答申している（同４(2)、(3)）。 

イ 同委員会では、それまでの臨床検査科におけるインシデントの内

容・原因、是正対策、業務方法、各検査技師のタイムスケジュール

等について同科に報告を求めるとともに、各検査技師からも同科の

改善に関するレポートや業務分担の内容についての報告を求め、こ

れら提出された資料等に基づき検討が行われた（前記第３の４(2)）。

そして、同委員会の答申では、大要、臨床検査科を生理検査と検体

検査の部門に分離し、検体検査業務については外注化を取り入れる

こととされた（同４(3)）。 

ウ Ｂ３院長は、上記答申を受け、２２年７月１５日、三役会議での検

討を踏まえ、Ｂ１理事長に対し、①臨床検査科については、インシ

デントの多い検体検査業務については臨床検査センターに全面委託

する（本件外注化）、②生理検査については職員で実施するが、最

低２名の職員が必要であり、エコー検査に熟知している職員は１名

しかいないため新規採用の必要があり、女性患者対応のため女性の

検査技師が必要である旨上申した（前記第３の４(3)、(4)）。 

エ 上記精度管理調査委員会の答申及びＢ１理事長に対する上申は、臨

床検査科について、①検体検査にあっては、本件アクシデント前後

にもインシデント報告が多発し、これらインシデントは以前から起

きているものと同種のものであるが改善がみられず、②エコー検査

にあっては、医師の信頼が得られていない状態が続いており、検査
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技師に改善策を求めても、既にやっていて当然のような対処策しか

回答がないこと等から、③現状の人員による体制での改善は無理と

考え、業務を整理した上で責任体制を明確にする必要がある、と認

識し、判断するに至ったものであると認められる（前記第３の４(2)

から(4)）。同答申が判断の前提とした臨床検査科の業務実態につい

ては、前記第３の２認定のとおりであり、また、同科で検査技師を

務めるＣ２検査技師にあっては同科の業務内容を二分し検体検査業

務については外注化する方向を求める旨の意見を述べていたこと

（同４(2)ア(ｳ)ｃ,(5)ウ）等からすると、精度管理調査委員会がこ

れら事実を基に、上記答申を発出したこと及び同答申を踏まえＢ３

院長がその具体的な施策をＢ１理事長に上申したことに格別不自然

な点は見当たらず、また、その内容も不合理なものとは認め難い。 

組合は、検体検査業務の外注化の弊害を述べるが、①法人は、臨

床検査科のインシデントが外部委託業者によるものより病院による

ものの方が多く、検査技師の力量が低下していると認識していたこ

とがうかがわれること（同６(2)イ）、②当該認識等を基に検査業務

の外注化を図ることとしたとしても、それは経営上の問題として、

まずは法人の判断が尊重されるべきものであること、また、③他の

医療機関でも同業務の外注化を図っているところもみられること

（甲第２４号証）からすると、本件外注化を不合理なものであると

認めることはできない。 

(4) 次に、Ａ２組合員に対する本件業務任命についてみる。 

ア 上記(3)エのＢ３院長の上申内容をＢ１理事長が了承したことから、

法人はこの内容に沿ってその実施に向けて活動を開始したものと思

われるが、それは精度管理調査委員会の答申を基本とした具体的な

施策の実行であり、この過程に格別不自然、不合理な点は認められ
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ない。 

イ 法人は、２２年１０月２６日、本件外注化の方針を臨床検査科の検

査技師に通知し、本件体制変更後の職員に求める基準に達しないと

判断したＡ２組合員ら２名の検査技師に対しては退職の打診を行っ

た（前記第３の５(1)）。同打診を受けたＡ２組合員らは組合を通じ

てこの打診を拒否したため（同５(2)）、結局、法人はＡ２組合員に

対しては、翌２３年４月１８日付けで本件業務任命に係る通知を発

し、同人は同年５月２日以降臨床検査科の採血検査係として、主と

して検査のための採血業務に従事することとなった（同７(1)）。 

Ａ２組合員の採血検査係としての業務は、その業務内容からすれ

ばさほど長時間を要するものであったとは思われない。そして、採

血業務を行わない手待ちのときは、患者が待機するロビーに面した

カウンターの中で、他科からの採血の要請があるまで待機すること

とされた（同８(3)）。 

ウ 本件体制変更前の臨床検査科の状況をみると、病院内で行う必要が

ある生理検査のうち、その６、７割はエコー検査であり、全てのエ

コー検査ができるのはＣ２検査技師のみであり（前記第３の２(1)

ウ）、Ａ２組合員にあっては、本件体制変更時、依然心臓エコー検

査はできず、腹部エコー検査にあっても精度が低いとして、医師ら

から全幅の信頼を得るには至っていなかった（同２(3)ア）。 

エ ①エコー検査技能の習得については、法人が検査技師に対して期限

を設け具体的に技能習得を指示したことや、習得に当たって経済

的・時間的な便宜を図ったことまでは認められないものの、法人は、

従前より検査技師に対して機会あるごとにエコー検査能力の習得に

努めるよう指示していたのに（前記第３の２(2)イ、ウ）、本件体制

変更当時、Ａ２組合員は、当該技能を十分に習得せず上記ウのよう
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な状態であったこと、②一般的に一通りのエコー検査ができるよう

になるには５～６年かかるとされていること（同２(3)イ）、③同人

は本件体制変更後も引き続き法人に残ることを望んでいたこと（同

５(1)）から、法人が医療上の安全、信頼の確保の観点から検査体制

を見直し、法人の方針どおり本件体制変更を実施するには、同人の

検査業務の内容の見直しを検討することもやむを得なかったものと

いえる。 

オ 確かに、①上記(1)のとおり、本件業務任命は「不利益な取扱い」

であり、しかも当該業務の内容からするとその実働時間はさほど長

時間を要するものとは思われず、その手待ちの状況も上記イのとお

りであること、②本件業務任命の原因となった本件体制変更は同人

の非違行為やミスを原因として生じたものではないこと、③生理検

査にはエコー検査以外の検査も存すること等からすると、法人の本

件業務任命後のＡ２組合員の取扱いについてはいささか疑問が残ら

ないでもない。 

また、組合は、本件外注化を専ら問題とし、Ａ２組合員の処遇に

ついて協議しようとはしていなかったが、本件体制変更及び本件外

注化が臨床検査科の職員の身分や勤務環境に変更をもたらすことは

明らかであったから、法人は、当該職員の意向等を聴取し、当該意

向を踏まえて当該職員の処遇のあり方を検討するなどの配慮を行う

ことが望ましかったが、そのような対応を行った事実はうかがわれ

ない。 

他方、検体検査業務の外注化の直接の契機となった本件アクシデ

ント（検体の取違え）は重大な医療事故を生じかねない性格のもの

であり、法人は、検査技師の能力・技能やこれまでの問題をも踏ま

えて、早期かつ抜本的な改革が求められていたものといえる。 
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この点、法人は、上記(3)のとおり、当該改革のため、従前からリ

スクについて取り扱っていたリスクマネジメント会議によらず、こ

れより上位の職階の者で構成される精度管理調査委員会を本件アク

シデント発生直後に立ち上げ、同会議の検討過程では、臨床検査科

に資料等を求め、各検査技師に改善意見を求める等慎重な検討を行

っている。この答申に基づき三役会議での審議を経て、本件体制変

更及び本件外注化に至ったことが認められる。 

カ 組合は、本件体制変更及び本件外注化の決定は性急に行われたと主

張するが、上記本件アクシデントの性格及び前記第３の２認定の臨

床検査科の実態からすれば、同科の早期かつ抜本的な改革が求めら

れていたことは否定し難く、本件アクシデントから上記手続を経て

ほぼ１年後に行われた本件体制変更及び本件外注化をもって性急に

過ぎるとはいえない。 

また、組合は、インシデントレポートの中身を考慮して外注化を

図ることは同レポートを報告者に不利に扱ったことを意味し、そう

した同レポートの利用の仕方は同レポートの本来の趣旨・目的に反

する旨主張する。 

しかしながら、本件ではインシデントを行った者に対し直接に不

利益を課すものとして同レポートが利用されたわけではなく、病院

の検査体制を改善する一つの材料として利用されたものであり、こ

うした利用の仕方はその趣旨・目的に反するとはいえない。 

キ 本件業務任命当時、Ａ２組合員は、組合の書記長の地位にあり、組

合活動の中心的な役割を担っていたことが認められるが、過去・現

在を通じて、同人の組合活動に起因して不利益な取扱いが行われた

ことを認めるに足りる証拠はない。 

また、本件業務任命以前から、本件体制変更及び本件外注化以外
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に法人・組合間に紛争が存し、それを巡って両者間で対立していた

ような事情はうかがわれない。 

さらに、過去に法人と組合間に紛争が生じ、労働委員会に対しあ

っせんあるいは不当労働行為救済申立てが行われたことは認められ

る（前記第３の１(3)）が、これら事件は既に終結しており、これら

事件に起因して本件体制変更及び本件外注化が決定され、本件業務

任命が行われたとは認め難い。 

その他、本件業務任命により、法人がＡ２組合員の組合活動を抑

止する意図を有していたことを推認させる証拠はない。 

ク 組合は、本件に係る病院付近での街頭宣伝活動に対し、法人がビデ

オカメラでその様子を撮影し続けているのは組合への害意を推測さ

せるものである等と主張する。 

しかしながら、これは同活動が病院付近で行われたこともあった

ことから、同活動により病院の業務に支障が生じることを懸念して、

その状況を確認しようとしたものと思われ、これが本件業務任命後

に行われたことをも併せ考えると、当該法人の行為が同任命におけ

る法人の不当労働行為意思の徴表であるとみることはできない。 

ケ 以上、①法人は医療上の安全、信頼の確保の観点から臨床検査科に

係る業務改善について早期かつ抜本的な改革が求められていたこと、

②これに対し法人の採った方策が不自然・不合理なものとは認めら

れないこと、③従前からエコー検査の技能習得の法人の指示があっ

たが、Ａ２組合員は本件体制変更時には十分な技能を習得していな

かったことが認められること、④同人は組合活動の中心的メンバー

として活動してきたが、本件業務任命当時、法人と組合との間には

本件を除き、とりたてて紛争は生じていなかったのであり、本件業

務任命が同人の組合活動を嫌悪ないし抑止するために行われたと推
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認する事情は認められないこと等からすると、同任命後の同人の取

扱い等にはいささか疑問は残らないでもないものの、本件業務任命

は、医療上の安全、信頼の確保の見地から行われたものであり、Ａ

２組合員が組合の組合員であること又は同人の組合活動の故に行わ

れたものであるとみることは困難である。 

(5) 以上のとおりであるから、本件業務任命は労組法第７条第１号の不利

益取扱いには該当しない。また、上記(1)ないし(4)の事情に鑑みると、

Ａ２組合員が組合の執行委員長や書記長として組合活動の中心的な役割

を担ってきたことを考慮しても、これが組合を弱体化するなど組合の運

営に介入するために行われたものとは認め難く、他に組合に対する支配

介入を認めるに足りる証拠はないから、同条第３号の支配介入にも該当

しない。 

２ 争点２（本件団交申入れ拒否）について 

(1) 組合は、法人は本件団交申入れ以前に行われた「ブランチラボ化の導

入とそれに伴う検査技師の雇用の問題について」を議題とする３回の団

体交渉において、組合の質問に対し具体的な説明を行わず、また、検体

検査業務の委託の具体的内容を法人が文書で示したのは当該３回の団体

交渉の後であった等、誠実に対応しなかったのであるから、「検査体制

の変更とＡ３・Ａ２組合員の雇用について」を議題とする本件団交申入

れに法人が応じなかったことは労組法第７条第２号の団交拒否に当たる

旨主張する。 

そこで、本件団交申入れ前に、「検査体制の変更とそれに伴う検査

技師の雇用非継続の提案について」を議題として行われた、３回の団体

交渉について、まず検討する。 

ア 第１回の団体交渉（２２年１１月９日）においては、法人は、今の

検査体制では医療安全の質の維持が難しいので、検査体制の変更を
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したいとして、本件体制変更、今後の臨床検査科の職務体制、Ａ２

組合員らの同意退職等について提案した。これに対し組合は、現場

状況の把握が不十分な状況の下での提案である、現場の意見を聞く

べきである等と述べ、結局、生理検査と検体検査の分離ないし検体

検査業務の外注化の撤回を求めるとともに、法人の提案に替わるシ

ステムを組合から提案したい旨述べた。法人は、組合の要望につい

ては持ち帰り検討する旨、組合のシステムの提案も合わせて確認す

る旨述べた（前記第３の６(1)）。そして、組合が翌１０日に提案し

たＴＲＬ方式については、法人は、同月２６日付けで、ブランチラ

ボ化（外注化）との比較検討を行ったが、ＴＲＬ方式では新機器の

導入によりインシデントが増える危険性やコスト面で検査部門だけ

先行投資する優先度が低いことなどを挙げ、外注化が最善策と判断

し、外注化を進める旨回答した（同６(2)ア、イ）。また、同回答に

対しＡ２組合員（書記長）から同月２９日に行われた、検査技師の

不備の内容等を示すよう求める４項目にわたる質問についても、同

年１２月１付け文書で、検査技師の不備事項等に具体的に回答し、

法人の立場からの見解も述べている（同６(2)ウ、エ）。 

イ 第２回の団体交渉（２２年１２月２１日）においては、組合は、検

査体制の変更ないし検体検査業務の外注化について、その結論に至

る法人の対応等を問題とし、再度法人に提案を撤回し再検討するよ

う求めたところ、法人は検討する旨述べた（前記第３の６(3)）。 

ウ 第３回の団体交渉（２３年２月１５日）においては、法人は、組合

の提案に対する検討結果として、①本件外注化を決定したこと、②

Ａ２組合員については雇用を継続し、院内での配置転換とし待遇は

維持すること、③Ａ３組合員については本件外注化後に退職しても

らい、再就職をあっせんすること等を述べた。これに対し組合は、
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前回同様、本件体制の変更ないし本件外注化決定までの法人の対応

を問題とし、その撤回を求めたが、法人は、現状では、検査データ

の不具合により医師の診療に支障を来すことがあり、現在の体制で

やってきた結果として医師の評価が得られていないということから

体制改善の努力をしなければいけないというのが法人の考えである、

外注化の意味については何度も答えている旨述べた（前記第３の６

(4)）。 

組合がＡ２組合員に対する通知内容等を法人の正式な提案として

文書で組合に提案するよう求めたところ、法人はこれに応じ、同月

２４日付け文書で、検体検査と生理検査の分離、検体検査業務の全

面委託化、同業務の具体的な外注先、今後の職員体制等検査体制の

変更の具体的な内容、Ａ２組合員らの処遇の内容、本件体制変更の

理由（医療安全・検査技術・患者サービスの向上が目的であり、現

状のままでは医師の信頼を回復できないことから、検査部門の専門

特化を図る等）、外注先の選定理由（既に法人経営の病院での運用

実績があるほか外部評価機関の認証を得ている。）等について回答

した（同３(4)ケ、(5)）。 

なお、組合は、上記アの法人の同年１１月２６日付け及び同年１

２月１付け回答文書に対し、同月７日付けで、法人のＴＲＬ方式に

対する見解やブランチラボ化（外注化）について反論し、外部委託

が病院の現状と比較して優れているという法人の結論には承服でき

ず、これらを交渉で具体的に明らかにしたいとした（同６(2)オ）が、

組合の提案を採用しないとする法人の検討結果について、その具体

的な根拠や裏付けのデータを法人に求めるようなことはなかった。 

エ 以上からすると、組合は、検体検査業務の外注化の反対、撤回を求

めて団体交渉に臨み、同外注化の方針を堅持する法人との間で主張
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が対立し、結局、上記３回の団体交渉を経て議論は平行線となった

ことが認められる。法人は、組合の要求を受け容れることはなかっ

たが、３回にわたる団体交渉において、検体検査業務の外注化を行

う必要性や理由、組合の代替案を採ることができない理由について、

法人の立場から説明を行い、組合の質問や要求にも逐一応答してい

ることが認められ、当該一連の法人の対応において、団交拒否ない

し不誠実な対応があったとは認められない。また、Ａ２組合員の処

遇については、３回の団体交渉では具体的な提案、協議は行われて

いないが、前記第３の６(4)ケ認定のとおり、このことについてはか

えって３回目の団体交渉で法人から交渉を促しているのであり、法

人がＡ２組合員らの処遇について交渉を拒否する姿勢を示していた

事実も認められない。 

組合は、検体検査業務の外部委託の具体的提案を文書で示したの

は３回目の団体交渉の後のことであったと主張するが、当該文書は、

同６(4)ケ、(5)認定のとおり、法人が団体交渉の場で組合の質問に

対し口頭で行っていた具体的な回答の内容を、組合の求めに応じて

改めて文書で示したものであるから、これをもって法人の対応が不

誠実であるとはいえない。また、組合は、インシデントの改善に関

して臨床検査科の職員に対して具体的な問題の指摘を行わなかった

旨主張するが、同４(2)ア(ｲ)(ｳ)認定のとおり、法人は精度管理調査

委員会での検討の過程で、臨床検査科の職員全員に対して改善策の

提案を求めていたのであり、同科の各検査技師から一定の回答を得

ていたことが認められる。 

(2) 組合は、２３年４月６日、「ブランチラボ化の導入とそれに伴う検査

技師の雇用の問題について」を議題とする団体交渉を申し入れたが、同

月１２日、法人は、過去３回の団体交渉では組合員の雇用も含めた検査
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体制変更に関する法人の考えを説明したが、議論は平行線をたどったた

め、今後は組合員の雇用に限定して対応する、等回答した（前記第３の

６(6)イ）。そして、同月２２日の組合のあっせん申請を経て、同月２

５日付けで組合がした、「検査体制の変更とＡ３・Ａ２組合員の雇用に

ついて」を議題とする本件団交申入れについては、組合が雇用問題に限

っての団体交渉は認められないとしたのに対し、法人はそのような（雇

用問題に限らない）団体交渉には応じないとして、同団交申入れを拒否

した（同８(1)、(2)）。 

(3) 以上からすると、本件団交申入れ前には、３回の団体交渉が行われ、

法人にこれら団体交渉の対応において不誠実なところは認められず、Ａ

２組合員の処遇変更の原因となった本件体制変更ないし検体検査業務の

外注化については、既に法人と組合の主張が対立し、議論は平行線とな

っていたのであり、このことについて組合の新たな提案ないし質問が行

われていたことはうかがわれないのであるから、法人が改めて本件体制

の変更ないし本件外注化について団体交渉に応じなければならない事情

は存しなかったものといえる。そして、Ａ２組合員の処遇については、

それまでの団体交渉でも具体的な提案や協議等が行われていないのであ

るから、組合が当該交渉を求めるのであれば、法人はこれに対して誠実

に応じる必要があったが、組合は、法人の、３回目の団体交渉における

Ａ２組合員らの処遇については交渉しないのかとの促しにも応じず、本

件団交申入れにおいても、雇用問題に限っての団体交渉は認められない

とした。 

そうすると、本件体制変更及び本件外注化については、既に主張が

対立し議論は平行線をたどっており、法人が改めて団体交渉に応じなけ

ればならない事情もなく、雇用問題についてのみの団体交渉は認められ

ないとする組合の対応の状況下にあって、法人が本件団交申入れに応じ
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ないことには「正当な理由」があったといわざるを得ない。したがって、

本件団交申入れに応じなかった法人の対応は、労組法第７条第２号の団

交拒否に該当しない。 

なお、本件業務任命及び本件団交申入れの拒否は、以上のとおり不当労働

行為には該当しないが、Ａ２組合員に対する本件業務任命は、同人の非違行

為ないしミスに端を発したものではないこと、同任命後、同人は検査技師と

してその資格・経験を十分に生かせない業務に就いていること等からすると、

当委員会は、本事件の結論はそれとしても、法人と組合ないしＡ２組合員は

同人の処遇に関し協議を行う等して、本件紛争の解決に努め、もって安定し

た労使関係を構築するよう望むものである。 

 

よって、労働組合法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労

働委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。  

 

平成２６年５月２１日 

 

中 央 労 働 委 員 会 

第一部会長 


